
  

六   労使関係
(一)   労使関係の概況

一 昭和二八年の労働運動は,講和条約の発効,占領制度の解除によつて生じた新しい労使関係を基調として
展開した。前年秋の大規模な炭労,電産ストに典型的にあらわれた労使の対決は,民労連の結成という組合
内部からの批判を生みながらも,基本的にはほぼ同じ形で本年に持ち越された。国際収支の赤字を企業合
理化によるコスト切下げ等によつて解消しようとする使用者側の方針に対して,総評はこれをMSA受入の
問題と関連せしめて,「平和的経済建設と中国等への貿易の平和的拡大のみちをすてて,戦争経済と市場争
奪戦の方向をいそいでいる」(総評一月発表「今後の斗争方針」)と批判し,合理化反対斗争を軸とする
「最低賃金法制定,軍事予算粉砕,首切り・行政整理反対,スト禁止法反対,教育防衛等一連の反動政策反対
斗争」(同右)をその春季斗争のスケジュールとした。

二 総評傘下の各単産の春の賃金要求にあらわれた特徴は,以上のような総評の方針にのつとり,ベース賃金
の克服,職階制賃金の打破に重点がおかれたことである。すなわち,その要求は前年の賃金綱領を確認しな
がらも,更に一歩具体化させた形となり,一律方式(私鉄),標準労働者方式(鉄鋼),一律プラス・アルフアー方
式(紙パ,合化労連),最低賃金の上に熟練度をみとめた全自動車方式等の要求となつてあらわれた。

三 しかし,この春の賃金斗争は,使用者側の態度が強硬になるにしたがい,かなり困難な斗争になり,二月の
私鉄を皮切りに日通,鉄鋼,化学,金属鉱山,紙パルプ,海員,港湾,造船,電機機器,自動車,繊維等広範な産業分野
に亘つて展開された。

賃金斗争は,全自動車が中途で一時金斗争に切替えたのを除けば,それぞれ妥結を見たものの,それらは必ず
しも組合側の要求が充分受け入れられたとはいえなかつた。

四 このようにして賃金斗争が展開されていた折柄,三月一四日には第四次吉田内閣不信任案が可決され,衆
議院が解散されたので,総評はただちに斗争の重点を選挙斗争に集中し,総評推せん候補者のうち衆議院七
六名(左社七二名,労農四名),参議院一四名(左社一三名,無所属一名)の当選をみるにいたつた。

五 これよりさきに前年秋の炭労,電産ストを契機として「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法
の規制に関する法律案」が第十五回特別国会に提出されて審議未了になつていたが,選挙後に召集される
第十六特別国会にふたたびこれが提出される見通しが強くなつた。これに対して総評では五万の斡事会
で,1)全国的に六月中旬を期して賃と要求の貫徹,スト規制法案阻止のだめ労働者大会を開き斗争の前進を
はかる,2)スト規制法案その他労働組合弾圧法案阻止のために全国的ストライキを行う,との基本方針を打
出し,傘下各組合を勤員するとともに新たに勢力をました院内の革新政党にも働きかけて,スト規制法反対
斗争を強化することにより同法案を審議未了に終らせようとして,七月中に三波に亘る実力行使を試み
た。

しかし,この反対斗争は後に述べるような理由から十分な効果をあげることができず,同法案は遂に衆参両
院でそれぞれ可決されるにいたつた。

六 このような総評系組合の動きに対し,「総評近来の方針と行動は,基本綱領の線を著しく逸脱し,そのた
め極左の跳梁を許し世論の支持を失い,反動政府にスト制限の口実を与える等,斗いを主張しながら労働運
動後退の索因を生み出している」,という総評批判の中から同志的結合機関として民主主義労働運動連絡
協議会の結成ら(二月一四日)が行われた。更に五月にひらかれた民労連最初の全国代表者会議では「中央
においては総評と一致して行動出来ない面につき独自の活動を推進し,一方地方は地方総評に対抗する地
方民労連組織の拡大強化を図る」ことを決定するまでにいたつた。したがつて民労連は,七月の総評大会
では本部提案の運動方針に強く反対し,海員,全繊等四単産の共同提案としで運動方針代案を提出したが否
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決された。八月の第二回全国代表者会議では「総評外にあつて新たな民主的労組の結集にのり出す」こ
とが確認され,後に行われた海員,全繊等民労連系主流組合の総評脱退はこの確認が行動に移された結果で
ある。

七 一方,使用者側を代表する日経連は,四単産の総評批判の動きに呼応して,五月には基本的労働対策を発
表し,国民経済繁栄のために労使の協力を提案した。しかし同時に「組合の性格如何にかゝわらず,安易な
る妥協や不当な媚態的手段はとるべきでなく,経営者の基本的立場を明確にすべきである」(労使協力関係
の研究に関する件)と使用者側の態度を明らかにして,いる。

八 このような労使の動きの中で,五月から七月にかけて全造船,全日通,全専売,日教組,国鉄,全電通,私鉄,全
逓等主要全国組合の大会が各地で開かれた。これらの大会を通じていえることは,第三勢力,平和勢力等の
規定をめぐる国際情勢の分析,国際自由労連に関する問題等が殆んどどの組合でも討論されたことで,国鉄,
私鉄の二組合はついに国際自由労連脱退を決議した。また,電産,日通,全逓等では組織の問題とくに第二組
合対策が,合理化反対斗争の一環として取上げられたのも本年の大会の特徴といえる。

九 七月の八日から一一日にかけて開催された総評第四回定期大会は,時あたかも一方においてはスト規制
法反対,内灘の軍事基地化反対等の斗争が行われている最中であり,他方においては日経連や民労連の総評
批判が打ち出されていた際でもあるので,内外の注視をあつめた。この大会では,前に述べたように本部提
案の運動方針に対する民労連系組合の共同提案になる代案をめぐつて紛糾したが,結局本部案が若干修正
されて可決された。本年度の主要目標としては,前述した主要組合大会の動きを反映して,1)賃金値上げの
たゝかかい,資本家的合理化反対,2)組合活動の自由,弾圧法規〓フアツショ化反対,3)平和擁護,平和経済の
建設,4)労働戦線の統一,国際労働との連繋,5)階級政党,平和勢力の拡大等が確認された。

使用者側や民労連系組合の批判札もかかわらず,総評はこの大会において従来の方針を一歩進めたが,それ
がまたのちに微妙な内部対立を生む原因ともなつた。

一〇 スト規制法の国会通過と概ね時期を同じくして,石炭大手筋各社では人員整理案を発表した。そのた
め炭労では,後に述べるようにただちに合理化反対斗争に立上つたが,結局は三鉱連の「独走」となり,ここ
で労使ははげしく対決した。この三鉱連の長期斗争は遂に使用者側を譲歩させて会社側の当初人員整理
案撤回をかちとつたが,総評の企図した炭労,全駐労の人員整理反対斗争を軸とする全産業的一大共同斗争
にまで秋季斗争を高める契機とはなりえなかつた。

一一 一方,秋の賃金斗争は,人員整理問題に集中していた炭労の立おくれ,組織分裂にわざわいされた電産
の斗争力の弱体化を反映して,電機労連傘下組合の動きが活発であつたほかは,例年になく気勢が上らなか
つた。しかし,一一月からは仲裁々定の完全実施と年末手当の要求を掲げた三公社五現業と,人事院勧告実
施及び年末手当獲得を掲げたその他の官庁労組が,第一六,一七国会の審議を山として,強力な共同斗争を展
開した。

一二 「資本家のMSA受入と本格的な再軍備体制の確立をねらう合理化攻勢」(総評斗争スケジュール)に
対処する事を当面の目標として組まれた総評の秋季斗争方針は,その実施にあたつて以上のようにかなら
ずしも順調な推移を辿つていない。しかし「守勢から攻勢へ」のスローガンの下に開かれた産業防衛共
斗全国大会で取上げられた平和経済プランや労働戦線統一の問題は,平和経済国民会議の動きにもみられ
るように,中小企業労働者の問題,婦人・年少者の問題,労農市民提携の問題をふくめて漸次進められつつあ
つた。

なお,駐留軍関係労務者の最初の全国的なストライキ(八月)をはじめとする米軍管理下の労働者や特需工
場労働者の斗争,各地にひろがつた基地反対斗争,松川事件に対する抗議等が,本年に入つてかなり大きな規
模で行われるようになつたことも,労働運動の新しい性格を裏書きするものとしてとくに注意される。

一三 その他,国際的な労働運動に関連して,九月にILOと国際自由労連の二つのアジア地域会議が東京で開
かれた。

ILOアジア地域会議の主なる議題は,「賃金に関する問題」,「労働者住宅問題」,「年少者の保護問題」で
あつたが,ILO事務局総長はこの会議で「アジア的貧困解決のために」「労働力の安価で豊かなアジアで
は,先進国のように労働の生産性を高める方式とは別の方式が必要である」と示唆している。この会議の
最大の収獲は,「アジア地域の開発のための資本の国際活動」であるといわれている。
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一四国際自由労連のアジア地域大会は,ILO会議とともに日本労働運動史上はじめての国際的労働会議とし
て内外の注目をあびた。この会議では自由労連本部のオールデンブルツク書記長が,日本の総評は政治的
偏向をおかしていると報告したのに対し,日本代表がこれを反撥して「総評一本で国際自由労連に加盟す
るには,なお長時間の教育が必要だ」と発言している。

なお海外における目立つた労働組合の会議としては,その任務を「行動の統一を一そう拡げることにあ
る」(ルイ・サイヤン書記長)とした世界労連主催の第三回世界労組大会が,一〇月ウイーンで開かれたこ
とをあげることができよう。この大会には,わが国からも労働組合の代表が一二名参加したが,そのうちの
大部分は世界労連に加入していない組合かも派遣されたものである。

一五 このような労使関係の動きの中に,「わが国経済の実勢その他の諸情勢に即応し,国民全体の基盤に立
つて,国民多数の納得と協力かえられる労働政策を樹立し推進する」(労働問題協議会設立趣意書)ための
機関として,九月に労働問題協議会が発足したことが注目される。この協議会は各界の有識者の中から労
働大臣によつて委嘱された委員が,国民経済的基盤の上に立つて労働問題の基本的重要事項について隔意
のない意見を交換することを目的とするもので,労働問題解決のための労使の話合の場所としてその成果
が期待されている。
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六   労使関係
(二)   労働組合組織の現状
(1)   労働組合の組織状況

一六 終戦後急速に増大したわが国の労働組合組織は,二四年上期を頂点として爾後玉年間減少を続けたが,
二七年よりやや増加に転じ,二八年も引続き対前年約一二万人の増加をみた。

すなわち,二八年六月末現在において組合数は三〇,一二九組合,組合員数は五八四万人で,二七年よりそれ
ぞれ二,二七八組合,一二万人の増加である(第一六一表参照)。

一七 組合数の増加は,教育関係における一,六五三組合の増加が主なもので,これは,従来郡単位に組織され
ていた日教組の下部組織が,地方公務員法の一部改正の発効と関連して市町村単位に編成替えされるもの
が多くみられたためである(第一六一表参照)。

一八 組合員数の増加は,主として労働組合に関する法規の一部改正乃至適用の変更等に基くものであり,増
加の著しかつた産業は通信業(七万人増),林業(一万六千人増)である。これは,二七年七月の法規改正によ
り国家公務員法から公労法の適用下にもたらされ,団交権を回復した全逓,電通,全林野等の組合において組
合が整備された結果によるものと考えられる。また,二七年六月国家公務員特別職の枠を外され,組合活動
の新段階に入つた駐留軍労組の伸長(三万五千人増)が目立つている(第一六二表参照)。

第39図 年別雇用者数及び組織労働者数
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第161表 年別組合数及び組合員数

一九 このような組合員数の増加は,その間における雇用者数が殆んど増加していないために組織率の増大
をもたらし,二七年四〇・二%であつた推定組織率は,二八年には四〇・九%となつた(第三九図参照)。
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二〇 しかし,以上のような組合組織は依然として大規模事業所が大部分で,小規模事業所においては殆んど
が未組織の状態である。このような状態を正確に示す資料はないが,一応その手がかりとなるものとして
作成したのが第一六三表である。これによつてみると,製造業における規模五〇〇人以上の事業所の組織
率が九〇・一%,一〇〇人～四九九人が六九・三%であるのに対し,二九人以下の事業所においてわずか
四・五%が組織化されているにすぎない。

二一 すなわち,食料品,衣服及身廻品,木材及木製品,家具及建具など小規模事業所の多い産業部門において
は,組織率が低く,いずれも二〇%以下の組織率となつている。これに対し大規模事業所の多い重化学工業
部門においては化学工業(七三・六%),第一次金属(六九・三%),ゴム製品(六七・八%),電気機器(六七・
五%),輸送用設備(六五・六%)と組織率は高くなつている(第一六三表参照)。

第162表 産業別組合数及び組合員数
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第163表 製造業事業所における規模別推定組織率
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第164表 解散理由別解散組合数及び組合員数
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六   労使関係
(二)   労働組合組織の現状
(2)   解散理由と設立状況

二二 二七年七月から二八年六月までの間に解散した組合は,二,五三八組合で,経済安定計画下に大量の解
散をみた二四～五年と比較すればいうまでもなく,二三年調査以降の最低を記録し,また,解散組合数の前年
同期における総組合数に対する比率をみると,約九%で二四年調査以来の最低となつている。

その解散理由をみると,組織変更によるものが八六八組合(三四・二%)で最も多いが,これは前に述べたよ
うに法規改正に伴う日教組の組織変更,電産,日通の分裂に伴う組織変更が大部分とみられ,実質的な解散と
は異つている(第一六四表参照)。

第165表 産業別年間設立組合数及び組合員数

そして事業の休廃,縮少によるものは昨年よりやや増加し,自然消滅も五二六組合(二〇・七%)で依然とし
て多いが,組合無用論により解散するものは二四年以来年々減少し,特に二八年は二〇五組合(八・一%)を
数えたに過ぎない(第一六四表参照)。

二三 一方,設立組合の状況をみると,前年の調査以降一年間に新設された組合は四,七七八組合,組合員数約
四七万人で,前年の新設組合に比べてそれぞれ一,七二九組合,一五万人の増である。
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新設組合は,「サービス業」,「運輸通信その他の公益事業」,「製造業」に多くみられ,特にサービス業の
新規設立組合は教育に集中されているが,これは交渉単位制をめぐる日教組の下部組織変更であつて,実質
的な意味における新規設立組合と同一視することはできない。

また,運輸通信及びその他の公益事業における新設組合は通信業がもつとも多く,これは主として全逓及び
全電通の下部組織の増大によるものであり,電気事業においては,電産の組織変更に基くものと思われる(第
一六五表参照)。

二四 以上の如き,組合数,組合員数の増大傾向は,解散組合の減少や,とくに組合無用論による解散の減少な
どからして,少くとも組織面からすれば,わが国の労働組合の基礎が最近一応固りつつあることをうかがい
うる。
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六   労使関係
(二)   労働組合組織の現状
(3)   組織労働者の分布

二五 組織労働者数を産業大分類別にみると,やはり製造業が一番多く,一八七万人(全組織労働者数に対す
る割合三二・〇%)で,運輸通信及びその他の公益事業等の一三九万人(同二三・九%)がこれに次いでい
る。

製造業のうちでは,紡織業四〇万人(同六・八%)化学工業二四万人(同四・一%),第一次金属製造業二一万
(同三・六%),輸送用機械器具製造業二一万(同三・六%)が主なものとなつているが,組織率は製造業全体と
して三八・九%であまり高くない。

これに反し,運輸通信及びその他の公益事業では八〇・一%の組織率を示し,鉱業の七七・六%がこれに次
ぎ,組織率が低いものは農業,林業及び狩猟業等の一〇・二％,漁業の一七・八%で,第一次産業においては
就業者中に占める雇用者の割合が少い上に,雇用者という形で就業しているものも殆んどが組織化されて
いない(第四〇図,第一六二表及び第一六六表参照)。

第40図 産業別雇用者数及び組織労働者数
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第166表 産業別推定組織率
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第41図 適用法規別組織労働者数

昭和28年 労働経済の分析



二六 組織状況を組合員数による規模別にみると,組合数,組合員数共に五〇〇人以下の規模で殆んど増加を
みており,四九人以下の小規模の組合数の増加が特に著しいのは,先に述べた如く,日教組の編成替えによる
ものである(第一六七表参照)。

第167表 規模別組合数及び組合員数
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第168表 適用法規別単位組合数及び組合員数

第42図 加入団体別組合員数の推移
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二七 組織労働者の適用法規別分布をみると,五八四万人のうち,国家公務員法,地方公務員法により労働協
約締結権及び争議行為を禁止されている労働者が一一七万人(二〇・一%)を占め,地方公営企業労働関係
法,公共企業体等労働関係法により団結権及び団体交渉権(地方公営企業及び公共企業体等の管理及び運営
に関する事項以外)のみ認められているもの九二万人(一五・七%),労組法適用労働者は三七六万人である
(第四一図及び第一六八表参照)。
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六   労使関係
(二)   労働組合組織の現状
(4)   連合団体の動き

二八 二八年六月末現在の労働組合基本調査によれば,労働組合団体としては総評(日本労働組合総評議会),
総同盟(日本労働組合総同盟),産別(全日本産業別労働組合会議),新産別(全国産県別労働組合連合)がある
(第四二図及び第一六九表参照)。

総評は,全国組合三七組合から成り,傘下単位組合約一万三千,組合員数三二七万人を擁して全組織労働者の
五六%を占め,二七年より一七万人の増大をみた。これは,二七年の七月に新産別(四万名)が総評と絶縁声
明を出し,また日鉱(四万八千)が脱退した反面,鉄鋼労連(一二万),全自動車(三万六千),全港湾(一万八千)な
ど,合計一一三単産,二八万人が新に加入したことによつている。

第169表 年及び加入団体別組合員数

昭和28年 労働経済の分析



しかし,七月より一二月までの間に全繊(三五万),海員(八万),全映演(二千)が脱退したため,この間,国際電信
電話(三千)が加入したが,年末における総評の推定勢力は約二八四万となつた。

二九 総同盟の構成組合は前年と変化なく,六全国組合と一準備会及び十三の県連より成り,傘下単位組合数
九〇〇,組合員数二四万で,二七年に比べると約二万の増加である。これは全化同盟における一万一千の増
加,全金同盟の七千増加,造船総連の八千の増加によるものである。

産別は,全日本印刷出版労組(四千)の解組,東京土建一般労働組合(三千)の脱退によつて構成組合は二全国
組合となり,組合員数一万四千となつた。全日本印刷出版労組は,二八年四月解散し,他組合と共に日本印刷
出版産業労組総連合(全印総連)を結成した。

新産別は,二七年六月末の調査においては総評に加盟していたが,調査直後絶縁を声明した。その構成組合
は四全国組合と京都地方連合会で,組合員数は四万である。前年調査時において,新産別傘下にあつた全国
車輛労働組合協議会は二七年九月に車輛産業労働組合を結成し,いずれにも加盟しない中立の組合となつ
た。

三〇 総評,総同盟,産別,新産別に加入しない全国組合は三一組合,約八〇万人で,鉄鋼労連,全自動車,全港湾
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等が総評に加入したため,いわゆる中立の組合は,組合数,組合員数ともに減少した。なお,二八年五月に全
国電機,機器電機,東芝労連が合併して電機労連が新たに結成された。

この他,全国組合以外の連合団体,すなわち地方的連合体または企業連にのみ加入している組合数は八五万
人,全く上級団体に加入していない単独の組合の組合員数は六九万人である。

三一 主要全区組合の定期大会は,七月の総評大会の前後に行われ,国鉄(六月)私鉄総連(七月)の定期大会に
おいては,国際自由労連の脱退を可決して注目され,日教組(六月)も国際自由労連脱退を少数の差で否決は
したものの,批判の気運が高まつている。鉄鋼労連の定期大会(七月)は,総評大会の結果を如何に反映する
か注目されたが,1)資本家的合理化反対,2)生活水準引あげの斗い,3)権利を守る斗い,4)平和を守る斗い,5)
組織の強化,6)労働戦線の統一,などの方針を決定した。合化労連定期大会(七月)は,平和勢力をめぐる討議
に重点がおかれた。

三二 一方,全繊の定期大会(九月)は,総評脱退の問題をめぐつて対立がはげしく,さきに,全蚕労連は全繊を
脱退したが,麻部会,羊毛部会,化繊部会の下部単位組合や,綿紡のなかでも鐘紡,呉羽などでは総評強化の動
きがみられ,そのため即時脱退は否決されて,「総評の脱退を決意する運動方針」を可決したが,臨時大会
(一一月)において遂に総評脱退を決定した。

三三 総評傘下の主要単産として,二七年の電産ストをはじめ,活躍の著しかつた電産は,二八年六月末調査
において七万七千と二七年より約四万の減少をみた。これは,二七年一二月に中部,九州両電力労組が分離
したのを始めとして(二四年にできた関東配電労組が二六年東京電力労組と改称したが,支配的な動きは二
七年末より二八年にかけてである)二八年四月以降東北,関西,北海道,中国,四国各電力労組が結成されたた
めである。この問題は,いわゆる第二組合の問題として大きな注目を浴びたが,六月末調査においては,北海
道,中国,四国は未結成であるので,年末における電産の組織は,七万七千を更に下まわるものと推定され
る。

また,全日通,日産自動車,旭ガラス牧山工場,東邦亜鉛においてもそれぞれ第二組合の発生をみ,民労連の動
きとからみ合つて,次にのべる二八年の労働争議に対してかなりの影響をもつた。
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六   労使関係
(三)   労働協約
(1)   労働協約の締結状況

三四 本年の労働協約締結状況(二七年七月‐二八年六月)は,全逓,全電通,印刷,造幣,アルコール専売等の諸
組織が,法規改正にもとづいて協約締結能力を回復したことなどを大きく反映して,その締結率も,適用率も
ともに前年の数字を若干上廻つた。

すなわち,組合が当事者となつて協約を結んでいる組合及び上級組合の結んだ協約の適用をうける組合は,
一三,五三八組合(対前年二,四八四組合の増加)で,協約締結能力のある組合(労働法,公労法及び地労法適用
組合)二二,七七九組合の五九%(前年は五四%)に協約が締結されており,また,協約適用組合員数では,締結能
力のある組合員数の七二％(前年六九%)に当る三三五万人に協約が適用されている(第四三図及び第一七
〇表参照)。

三五 調査時において協約が全く適用されていない組合及び組合員数は夫々九,二四一組合,約一三三万人で
あるが,そのうち,六,九二三組合は,設立以降独自の協約とも上級団体の協約とも全く縁がなかつた組合で
ある(第一七一表参照)。

三六 次に,労働組合法適用組合(単一組織の組合については本部を一組合とする)の四二%にあたる五,九四
六組合が労働協約な締結しているが,これを組合員数による規模別の動きでみると,締結率も適用率も五〇
〇人以上の組合では五〇%をこえ,大規模になるに従つてその比率は高くなるが,逆に小規模ほどのびなや
みの傾向がいちぢるしい。このように組合活動の一つの指標である労働協約の締結率や適用率からも,小
規模組合の不活溌な状況がうかがわれる(第一七二表参照)。

第43図 労働協力締結状況の推移
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第170表 年別労働協約の適用をうける組合数及び組合員数
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第171表 単位組合労働協約締結状況

三七 なお,独自に協約を締結している組合五,六七〇のうち圧倒的な部分が企業別組織であることは,わが
国組合組織の特色であるが,この企業の枠を破つて上級団体が直接団体交渉の当事者となり,あるいは争議
指令を発しうるような条件をつくるため,二六年末頃から主要組合の間に統一協約斗争が高まつてきた。

すなわち,1)団体交渉委任禁止条項の排除,2)「組合員は会社の従業員でなければならない」というような
いわゆる逆締付規定の排除,3)完全ユニオン・ショップの獲得,4)平和条項における不利な制限を排除して
争議権の発動を容易にすること等が統一協約締結の主な問題点である。
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三八 このような組合側の動きに対して,日経連では,労働協約基準案及び労働協約締結の基本方針を二七年
暮に決定し,本年一月各方面に配布したが,それによると,組合側の統一協約斗争は,個々の労使関係の実情
を無視した政治的なものであり,現状においては到底受入れることができないとしている。

その趣旨は1)オープン・ショップの主張,2)人事の同意,協議約款の廃止,3)組合活動の制限,企業内の政治活
動禁止,4)経営協議会の原則的な廃止と諮問機関的な労使懇談会の提案,5)団体交渉に対する制限,6)絶対的
平和義務等,組合の主張と全く対蹠的である。

こうした使用者側の主張は,本年の協約をめぐる動きでみると,「従来の統一賃金,統一労働協約は,再編成
後の独立採算制の実態からして,現実に則さない」という理由で,協約期間満了に協約を破棄する旨電産に
対して通告した会社側の態度に典型的にあらわれているといえよう。

第172表 規模別労働協約の適用を受ける組合数,及び組合員数
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第173表 条項別紛争議件数

第174表 年別労使交渉機関を有する組合数
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六   労使関係
(三)   労働協約
(2)   労働協約の履行状況

三九 労働協約の履行状況を,二八年労働組合基本調査の附帯調査として行われた労働協約履行状況調査に
よつてみよう。

(注) この調査の対象は,労働協約の適用を受ける組合(全国で一三,五三八組合)のうち規模,地域,系統,上部
協約,独自協約(組合が当事者となつて締結した協約)などの区分によつて,全国的にもて代表性か高く妥当
な結果が出るように配慮して抽出した一千余組合である。

この調査からは,人事条項,給与条項,退職金条項,労慟条件の一般に関する条項(労働時間,休憩,休日,年次有
給休暇等),組合保障,組合活動及び平和条項の七条項を通じて,労働協約は非常によく履行されているとい
う結論がでていう。すなわち,協約中に取極められておりながら,規定通り履行されなかつたものは,人事条
項で一～三%,給与条項で一～六%,退職金で一二%,労働条件で一%,組合保障○～二%,平和争議〇～四%で
ある。

四〇 なお,労働協約の履行をめぐる紛争議(協約の各条項の履行に関して何らかの意見の不一致を来し,そ
のため苦情処理機関経営協議会,団体交渉等労使接触機関や労働委員会,第一二者,裁判所,争議行為を経た
もの)は一二〇二件で,条項別にみると,人事条項が一四〇件,給与条項一〇八件,労働条件二二件,退職金一五
件,組合保障四件,組合活動四件となつている。この紛争は労使接触機関で解決される場合がほとんどで,労
働委員会四一件,第三者四件,裁判所七件,争議行為八件となつている(第一七三表参照)。
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六   労使関係
(三)   労働協約
(3)   労使交渉機関

四一 労働組合基本調査によれば,二八年六月労使交渉機関を有する組合数(協約に基くもの)は,一〇,七七〇
組合で,そのうち,その機関の性格が労働条件に関するものが九,四〇五,生産に関するもの四,七二七,苦情紛
争処理に関するものが八,〇四一となつている。

第175表 産業別労使交渉機関を有する組合数

第176表 苦情処理機関の有無及び利用回数状況
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第177表 苦情処理機関における苦情処理状況

年別の数字では,二四年頃と比べて生産に関するものの割合が減少している一方,苦情紛争処理に関するも
のの比重が増している点が注意される(第一七四表参照)。なお,労使交渉機関のうち協約にもとづくもの
ともとづかないもの及び協議機関のないものの分布を産業別にみると,次表のとおりである(第一七五表参
照)。

四二 次に,これらの労使交渉機関の活動状況を労働協約履行状況調査によつてみると,まず,独自の協約を
締結している五七一組合のうち苦情処理機関を有するものは五一%の二九三である。しかしそのうち七
三%にあたる二一五の組合では苦情処理機関が全く利用されなかつたが,規模別でみると,規模の大きな組
合ほどこの機関を利用する割合が高くなつている。一方,上級協約が適用される組合で同機関を有するも
のは該当組合の六〇%にあたる二七六で,独自の協約を締結している組合の場合よりその率が高く,利用率
もまた高い(第一七六表参照)。

なお,苦情処理機関における苦情処理状況は次表のとおりである(第一七七表参照)。

四三 経営協議会については,その規定を有するものが八三五組合(八一%)で1実際に開かれたのはその七
八%にあたる六五五組合であつた。附議事項は九,〇〇〇件で生産向上に関するものが二七%でもつとも
多く,労働協約の具体的運用二四%協約に規定のない労働条件二三%,経営に関する事項一六%,労働協約の
解釈適用五%となつている。

四四 次に,団体交渉の行われたのは五八二組合(五七%)で,そのうち独自協約によるものは一二六〇組合(六
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九%),上級協約によるもの二二二組合(四九%)である。なお,団体交渉の手続きにもとづいて行われたもの
三九一組合,手続によらないものが一四八組合で,規模が大きくなるに従い団体交渉手続を有するものの割
合が大きくなつている。団体交渉にかかつた事項は四,九〇一件で,労働協約に規定のない労働条件が一,五
五七件(三二%)でもつとも多く,労働協約の具体化一,四〇一件(二九%),労働協約の解釈適用四二四件(九%),
労働協約の改廃三九七件(八%)がこれについでいる。規模が大きくなるにしたがい事項数も増加している
が,外部調整機関に移つたものは九六件(二%)にすぎず,また争議行為を伴つたものは八三件(二%)であつ
た。

外部調整機関に移行したものも,争議行為を伴つたものも,労働協約に規定のない労働条件が高い比率を示
している。
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六   労使関係
(四)   労働争議の状況
(1)   労働争議の参加人員と労働損失日数

四五 二八年の労働争議はこれを総争議(争議行為を伴つたものと争議行為を伴わないが第三者が関与した
争議)についてみると,件数一,二六二件,参加人員三三八万人で,労斗スト,電産・炭労ストの行われた二七年
に比べると参加人員で約三〇万人の減少である。しかし,総争議の参加人員は二四～二六年の各年よりも
なお多くなつており,雇用者一〇〇人につき約二四人,組織労働者一〇〇人につき約五八人が何らかの形で
争議に参加した計算になつている。これは二七年の労働法規改正に伴い,現業部門に属する一般職国家公
務員が国家公務員法適用から公共企業体等労働関係法適用となり,団体交渉権を回復した全逓,全林野等が
国鉄,全専売などと共に賃金増額を要求して公共企業体等調停及び仲裁委員会にかかつたためであり,従つ
て争議行為を伴つたものだけについてみると,件数七一五件,参加人員一三一万人であつた(第一七八表及
び第一七九表参照)。

第178表 年月別労働争議件数及び参加人員
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第179表 年及び争議型態別労働争議件数及び参加人員
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第180表 年月別作業停止労働争議
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四六 また,作業停止労働争議(同盟罷業及び工場閉鎖)についてみると,件数五八五件,参加人員一一七万人
で,二七年よりそれぞれ五件及び四五万の減少である。この作業停止労働争議によつてもたらされた労働
損失日数は,四二二万日で,従来の最低記録であつた経済安定計画下の二四年を更に約一〇万日下廻る終戦
後の最低となつた。しかしその反面,この労働損失日数を同盟罷業によるものと工場閉鎖によるものにわ
けると,工場閉鎖による損失日数は,朝鮮動乱直後工場閉鎖の瀕発した二五年の三五万日を約六万日上廻つ
て終戦後の最高となり,工場閉鎖による損失日数の全損失日数に対する比率は九・八%と従来にみられな
い高率を示している(第一八〇表参照)。

第44図 産業業別労働損失日数

昭和28年 労働経済の分析



第181表 産業別組織労働者数,労働争議参加人員及び損失日数
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第182表 産業別雇用者数,組織労働者数及び労働争議参加人員
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四七 このような労働損失日数の減少は,産業別労働損失日数に示されるとおり,主として炭労,電産が前年
の長期ストの疲労が未だ快復せず,これらの部門では二八年中目立つた動きをみせなかつたことによるも
のであつた。従つて,製造業,運輸業においては,損失日数はわずかながら増加を示しており,これは鉄鋼労
連,全日通などがはじめての統一ストを行つたことなどを反映するものである。本年の特徴は争議が比較
的広く,各産業部門に分散して行われたことであるといえよう(第四四図参照)。

昭和28年 労働経済の分析



四八 工場閉鎖は,三月に行われた昭和電工川崎工場をはじめとして,二八年中に二件七,二三,三八九(年集計
による)七人を記録した。そのうち主なるものは,日産化学(四～六月),東京機械製作所(四～六月),大同鋼板
(四月),日本製鋼赤羽作業所(六月),日産自動車(八-九月),グリコ(一一月),淀川製鋼所(一二月)であり,いずれ
も工場閉鎖による損失日数は一万日以上となつている。

工場閉鎖二六件のうち機械製造の五件が最も多く,化学,輸送用設備は件数はそれぞれ二件となつているが,
損失日数の多い点注目される。

四九 労働争議を年間の推移で捉えると,総争議の参加人員は,公労法関係九組合が公共企業体等調停委員会
に調停申請した四～五月に大巾な上昇をみせ,年末に至るまでその傾向は持続し,その間,スト規制法反対斗
争の行われた七月と越年斗争の行われた一一,一二月が二つの山をなしている。

争議行為を伴うものの参加人員も,ほぼこれと同様の傾向を辿つているが,特に例年争議の少い八月が本年
は炭労の企業整備反対斗争,全駐労のスト,日産化学の工場閉鎖を反映して比較的高く,一〇月の争議は秋期
斗争が盛り上らなかつたために,これに比して大巾な減少をみせていることが注目される。

作業停止労働争論の参加人員は,争議行為を伴うものの参加人員と各月大きな差はみられないが,七月,一
一,一二月に大きな開きがあるのは,七月には,スト規制法反対斗争における四時間未満の時限スト,就業時
間中の職場大会が怠業に含まれるため,一一,一二月は,公労法適用九組合の超勤拒否,定時退庁が同様怠業
として扱われているためである(第四図参照)。

五〇 二八年の労働争議を産業別にみると,総争議参加人員三三八万人中その約半数にあたる一六四万人は
運輸通信及びその他の公益事業によつて占められており,この産業部門においては,争議参加率も高く,一〇
〇人中九四人が何らかの争議に参加したことになつている。しかし,この部門では,国鉄,全逓,全電通等適
用法規の関係から争議行為を伴わない争議が多いので,作業停士労働争議は二二万人,労働損失日数は七四
万日で総争議にくらべると比較的少い。

労働損失日数を前年に比べてみると,二七年に長期のストを行つた電産が,二八年中には中央労働委員会に
「労働協約,賃金問題,越年手当」の問題で関与したほかは殆んど動きをみせなかつたために,四四万五千日
の減少をみせたほか,陸運業も二一万日,水運業も一五万日のそれぞれ減少をみせたが,運輸に附帯するサー
ビスが全日通の賃金斗争を反映して四六万五千日と大巾に増加した(第一八一表及び第一八二表参照)。

五一 運輸通信及びその他の公益事業に次いで組織率の高い鉱業では,雇用者一〇〇人につき総争議参加人
員は一〇七人の割であり,労働者一人が年一回以上何らかの形で争議に参加したことになるわけである。
しかも,この総争議参加人員のうち七七・五%が,作業停旧労働争議の参加人員であるため,労働者一,〇〇
〇人当り労働損失日数は一,八七三日となつており,他の産業部門に比較すれば依然として圧倒的に高い。
しかし,これを炭労ストの行われた二七年にくらべれば,一割にも満たない水準であり,二六年以前とくらべ
ても鉱業の損失日数は大巾な減少を見せている。これは,主力単産としてその動向が年間の労働争議の傾
向を大きく規定していた炭労が,二七年秋の長期ストの疲れをみせて二八年中は大きな動きをみせず,斗争
主力たりえなかつたためであるが,それでもなお労働損失日数の千人率が他の産業部門に比べて著しく高
水準にあることは注目されねばならないであろう。

五二 鉱業における労働損失日数が大巾に減少したのに対し,製造業の労働損失日数は,むしろ増加を示し,
労働攻勢において製造業の占める地位は二八年中相対的に重要性をましだ。すなわち,雇用者一〇〇人に
つき総争議参加人員は一八人にすぎないが,労働者一,〇〇〇人当り労働損失日数は四一一日で,製造業にお
いては,比較的長期の作業停止労働争議が多かつたことが知られる。

この労働損失日数を全体として前年と比べてみると,二九万日の増加となつているが,更にこれを産業中分
類別にわけて考察すると,鉄鋼労連の初の統一ストを反映する第一次金属製造業及び合化労連,紙パ労連の
ストによる化学工業,紙及び類似品製造業の損失日数は,前年よりそれぞれ増加をみせ,その反面,輸送用機
械,電気機械器具製造業においては減少した。

また,サービス業の労働損失日数も約三五万日と前年より約一七万日の増加をみせているが,これは駐留軍
労務者のストによるものである。

昭和28年 労働経済の分析
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六   労使関係
(四)   労働争議の状況
(2)   要求事項別労働争議

五三 二人年中に発生した労働争議一,二一六件の要求事項をみると,当初予測された企業合理化に伴う人員
整理は石炭鉱業及び鉄鋼業の一部におこつたほかは,一般化しなかつたため,消極的要求はむしろ減少を示
し,その反面,積極的要求が増加した。

積極的要求のうち,賃金増額要求四六一件(三七・九%)が依然として主位を占めている。これは,総評が一
月に出した「今後の斗争方針案」に「産業別統一賃金と最低賃金の徹底により統一斗争の強化をはか
る」とある如く,賃金増額要求をもつて統一斗争の根幹となしたことが影響している(第一八三表参照)。

五四 これに次いで臨時給与金要求も四二八件(三五・二%)で前年に比べて七六件の増加をみている。この
うち,一一-一二月に発生したもの二四八件であつた。なお一二月の争議は特に小規模のものが多く,件数に
おいては戦後最大でその大半が越年斗争である。

五五 消極的要求においては,解雇反対,解雇者復職が一一九件(九・八%)で最も多いが,二七年よりは二〇件
減少した。この他,特徴的な要求としては,スト規制法反対が,五九件(四・九%)であつた。
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六   労使関係
(四)   労働争議の状況
(3)   規模別労働争議

五六 二八年の労働争議の規模を一件当りの平均争議参加人員によつてみると,総争議においては二,六七六
人で,前年より約三〇〇人の減少,争議行為を伴うもの,作業停止労働争議においては,それぞれ一,八二六人,
二,〇〇七人で七〇〇人あまりの減少となつている。従つて二五年より二七年にかけて,次第に争議が大規
模となる傾向があつたが,本年は一二月における小規模争議の瀕発などを反映して,一件当りの平均争議参
加人員は少なかつた(第一八四表参照)。

第183表 年及び要求事項別労働争議発生件数

昭和28年 労働経済の分析



五七 しかし,一件当り参加人員の減少傾向は,争議を参加人員の規模別に区分してみた場合,各規模におい
て平均に生じているために,各規模の件数,参加人員の総件数及び総参加人員に対する比率は,二七年のそれ
に比し大きな変化は見られない(第一八五表参照)。
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六   労使関係
(四)   労働争議の状況
(4)   争議の解決状況

五八 二八年中に解決した労働争議は一,一八一件,三一七万人で,昨年より繰越した労働争議及び本年中に
発生した争議一,二六二件,三三八万人中それぞれの約九四%が本年中に解決したわけである。この争議の
解決方法をみると,当事者直接交渉によつて解決たものの比率は,件数,参加人員とも増大し,要望されてい
る「労使間紛争の自主的解決」の兆がみえいるが,これは解決時点における方法をとらえているため,争議
の過程において関与した労働委員会の役割も見逃せないものである(第一八六表参照)。

五九 二八年中に解決した作業停止労働争議の継続期間をみると,作業停止の一一日以上にわたつた争議の
参加人員は,前年より減少し,特に三一日以上の争議の参加人員は,昨年の炭労ストの如き大規模かつ,長期
にわたつた争議がなかつたため激減した。この反面,一〇日以下の短期争議の参加人員の実数は減少した
が,その総数に対する割合は著しく増加した(第一八七表参照)。

第184表 年別一件当り平均争議参加人員

第185表 規模別発生労働争議件数及び参加人員
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なお,本年中に解決した争議は前年に引続きその大部分が妥協に終つており,件数では八八・五%,参加人員
では,九五・六%がこれに当つている。貫徹と不貫徹に終つた争議の参加人員は,それぞれ二・二%に過ぎ
ないが件数は貫徹六・六%,不貫徹四・九%となつており,比較的小規模な争議がこのような解決結果をも
たらしていることをうかがいうる。

昭和28年 労働経済の分析



また,二四,二五年当時からみると,不貫徹に終る争議は少くなつている(一八八表参照)。

第186表 年及び解決方法別労働争議解決件数及び参加人員

第187表 継続期間別作業停止労働争議件数及び参加人員
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六   労使関係
(四)   労働争議の状況
(5)   不当労働行為

六〇 昭和二八年の不当労働行為申立件数は三九六件で,前年より七五件増加し,レツド・パージの行われた
昭和二五年の五七八件につぐ数字を記録した。

その申立の内容を労働組合法第七条の各条項別に集計したものによつて入ると,二四,五年には全申立件数
中七条一号該当事件が圧倒的に多く,申立事件の大部分が企業整備,レツド・パージによる解雇事件によつ
て占められていることを窺わせており,従つて申立人も個人申立の割合が大部分である。七条一号該当事
件は,本年も三一六件(全申立件数の八〇%)を数え,依然として第一位を占めているが,最近の著しい特徴は
七条三号該当事件が前年より増加しはじめ,とくに本年は絶対数においても,比率においても著しい増加を
示していることである。

しかしこれ等の意味するものは,不当労働行為の制度が漸次利用者に理解され,浸透していつた関係もあつ
て,軽々に判断することは困難とみられている( 第一八九条参照 )。

(注)労働組合法第七条使用者は左の各号に掲げる行為をしてはならない。

一,労働者が労働組合の組合員であること,労働組合に加入し,若しくはこれを結成しようとしたこと若しく
は労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて,その労働者を解雇し,その他これに対して不利益な取扱
をすること又は労働者が労働組合に加入せず,若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とするこ
と。但し……以下略二,使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒
むこと。

三,労働者が労働組合を結成し,若しくは運営することを支配し,若しくはこれに介入すること又は労働組合
の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。

但し……以下略

第188表 解決結果別労働争議件数及び参加人員
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第189表 年及び条項別不当労働行為申立件数

四,略
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六   労使関係
(五)   労使関係における諸問題

六一 ここで二八年中における労使関係上の主要な問題を取り上げて若干の検討を行うことにし,以下に
(1)賃金斗争 (2)合理化反対斗争 (3)スト規制法反対斗争 (4)駐留軍関係及び特需関係労組の問題及び(5)労
使協力の五つの問題について簡単な説明を行うことにしよう。
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六   労使関係
(五)   労使関係における諸問題
(1)   賃金斗争

六二 総評は「賃金綱領」の具体化と,下部への浸透をねらいとして,「産業別統一賃金と最低賃金の徹底に
より統一斗争の強化を図る」基本方針(今後の斗争方針案)の下に,二月七日,「春季斗争スケジュール」を
決定し「賃上,最低賃金法制定,軍事予算粉砕を当面の目標とし,これを日教組の教育防衛斗争,私鉄,鉄鋼等
の賃上斗争,スト規制法反対等を中心として盛上」げることにした。しかし,二七年末に四単産声明を出し
た総評内部の批判勢力は,二月民労連を結成するにいたつたため,総評は組織問題に直面し,私鉄,全日通,鉄
鋼,全繊が二七年より賃金問題を持越しているにもかかわらず総評の春季斗争は,一,二月は具体的な展開を
みせるにいたらなかつた。

六三 三月に至り,全日通,車輌労連が賃上げストを行つたが,これらも国会解散により斗争は専ら選挙斗争
にむけられた。四月には私鉄総連,鉄鋼労連,全造船の石川島重工業,三菱日本重工業横浜造船所,五月には
全国電機,紙パ労連の王子製紙,本州製紙,六月には全鉱,全繊化繊部会,七月には全繊羊毛部会等の賃金斗争
があつた。この間,合化労連の賃金斗争は一月より七月まで持読し,また六月に要求を提出した全自動車の
賃金斗争は,合理化反対斗争としての性格を強くもち,九月に日産自動車の終結な見るまでつゞいた。

六四 このように春季賃金斗争は,最初総評が志向したような統一的な盛り上りはみられず時期的に各単産
の間にずれがあつた。

しかし,個々の争議についてみれば,次のような特徴的な幾多の争議を記録している。

六五 まず 1)昭電川崎の争議は組合が生産報償金二,一〇〇円を要求したのに対して,会社は,八五〇円(前期
二七年六月から一二月は月当り二,〇〇○円)と回答をしたため,三月二日より無期限部分ストに入り,需要
期にある肥料の出荷を停止し,使用者側はその対抗手段としてロツクアウトを行い,強制出荷をめぐつて激
しい対立がみられた。2)日産化学の争議もほぼこれと同じケースで部分ストとロツクアウトの対抗で争
議は五八日に及んだが,一律五〇〇円と一人当り五五〇円の定期昇給繰上げを獲得した。これは従来の単
なるベースアツプとはちがつた解決結果で,この結果は東洋高圧,東北肥料,日本水素の争議にも影響を与え
た。

3)四,一一三円の賃上げを要求して五月二六日より無期限ストに入つた王子製紙のストは苫小牧工場のみ
でわが国新聞紙生産の約四割を占めている関係上,輿論の反響をよんだ。また 4)本年春季斗争の最後の一
環として打出された日産自動車の賃金要求は,日経連をバツクとする使用者側の強硬な反対にあい,団交は
「組合活動の制限」に関して決裂し,いわば「総資本対総労働」の争点として熾烈な対立が続けられたが,
第二組合の発生により九月下旬妥結した。

六六 なお,今年の賃金斗争の要求方式の特徴の一つは,総評の唱えるベースアツプ斗争の止揚,職階給打破
の線が具体化して各単産において私鉄の個別賃金要求,鉄鋼労連の標準労働者三,〇〇〇円アツプ,合化労
連,紙パ労連の一律二,〇〇〇円プラス・アルフア,全自動車の六本柱(最低賃金の上に熟練度と勤続年数に
応じた積上げを行う方式)というように,マバ方式の上にたつ個別賃金要求並びに最低賃金要求となつてあ
らわれたことである。

六七 このような総評の要求方式に対して,日経連からは「賃金の引上げはまず企業の生産能力の向上,コス
トの引下げ等労使の企業努力による『支払能力』の増大に対応して実現されるべきであり,現在の経済機
構の下において『支払能力』を否定するが如き賃金要求は一方的御都合主義的議論であり,また最低賃金
のしに年令,勤続,家族数等生活本位のつみ重ねを行うことは労働対価の原則の否定である」といい,民労連
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も「企業の支払能力におかまいなく必要なだけ賃金を要求して斗えと扇動しているが,これは経済攪乱,経
済破壊を企図する者の斗争態度であると」批判した。総評はまた,これに対して「支払能力説とは,資本家
の意志と政策の如何によつてどうにも動かしうる利潤の不確定な高さを基準とした無制限の賃金切り下
げを意味する」と反撥している。

六八 一方,要求金額の面からみると全日通(約九三・五%)を除き,昨年の電産,炭労の如く倍額に及ぶ要求は
殆んどみられず,従来に比べて地道な要求が多くなつている。

しかし,これ等の要求に対して,それを実現させるための斗争力は必ずしも十分なものとはいえず,結果的に
はそれほどの成果はみられなかつた。

六九 最後に秋の賃金斗争は,民間労組においては電機労連を除き著しく低調で,それを支える主柱となつた
のは公労法関係九組合を中心とする官公労の斗争であつた。

公労法関係九組合の賃金問題は,四,五月に中央調停委員会に調停申請を行い,七月に調停案が出されたがま
とまらず,仲裁に移行していたものである。

一〇月中旬仲裁々定が出るに及んで,政府は,公労法第一六条「公共企業体等の予算上または資金上不可能
な支出を内容とするいかなる協定も政府を拘束するものではない」という規定を適用して,財政上の考慮
から「明年一月以降人事院勧告,仲裁々定実施,年末手当は公務員一・二五ヵ月,公共企業体一・〇ヵ月,以
上に伴い明年度一割の人員整理及び運賃,郵便料金の値上げを考慮する」こととした。これに対し,官公労,
公労協は「仲裁々定の完全施,年末手当二ヵ月分」を要求して一一月二一日共に非常事態宣言を発した。

しかし給与に関する政府原案は国会を通過し,そのため,これも一二月一〇日前後には妥結するに至つた。
が,国鉄においては,との斗争責任者の処分問題が賃金問題とは別に今後の問題点として一一九年へ持ち越
された。
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六   労使関係
(五)   労使関係における諸問題
(2)   合理化反対斗争

七〇 賃金問題と並んで本年のもう一つの問題は合理化の問題である。とくに,鉄鋼,石炭,非鉄金属,機械,紡
織,化学,石油精製,造船等の産業分野で,この問題ははやくから解決を求められていたが,朝鮮休戦,MSA受入
等が日程に上りはじめた二八年に入ると,「合理化の問題は絶対的な要請」(「経営者」一〇月号日経連労
政部長)としてようやく軌道に上りはじめた。

七一 「合理化の結果として余剰人員の排除は必須な条件」(「経営者」一〇月号 同右)であるとする使用
者側の合理化政策を,組合側は「戦争経済の矛盾を一切合さい労働大衆にシワ寄せする」(「調査時報」総
評調査部長)ものとし,合理化反対斗争は抽象的なスローガンという形にしろ具体的な争議という形にしろ
二八年の組合運動にかなり大きな比重を占めた。

七二 合理化反対斗争の主なものをあげると,三七五名の解雇をふくむ「企業再建整備案」(三七五名解雇,
労働時間の一時間延長,有給休暇削減,二直制,配置転換,厚生部門の縮少,賃金切下)に反対した関東製鋼渋川
工場の無期限スト(発生一二月一八日,期間二四日,参加人員七一七人,労働損失日数二六,五五九日),四八三
名の人員整理を中心とする「企業再建プラン」をめぐる大同鋼板の同盟罷業(発生四月七日,期間一九日,参
加人員一,六一六人,労働損失日数二六,六八八日)と工場閉鎖(発生四月一五日,期間七日,労働損失日数二,三
一二日),尼ケ崎製鉄呉製鋼所の賃上要求に対する人員整理の反対斗争(発生一一月一日,期間一一日,参加人
員七七四人,労働損失日数八,五一四日)等で,これらは銑鋼業における合理化反対斗争として取上げること
ができる。

このほか,賃上げその他の要求に対する回答として不採算事業場の処理要綱と約七〇〇名の人員整理案を
示された帝国石油の反対斗争(発生四月一六日,期間一七日,参加人員三,六一九人,労働損失日数三七,六九二
日),日炭高公の標準作業量引上反対のための竪坑入坑拒否,昭和電工川崎の生産報償金切下反対の部分スト
と工場閉鎖(罷業発生一月五日,期間四五日,参加人員九七六人,労働損失日致一四,二二一日),全自動車の日
産及び日本自動車工業における工場閉鎖(工場閉鎖発生三月一四日,期間三六日,参加人員一,八六七人,労働
損失日数五八,五一六日)(賃金斗争の項参照)等も,労使双方の主張をみれば,結局合理化をめぐる逼迫した労
使の対決にほかならない。

七三 人員整理問題のみに限つても,造船,化学工業の一部で帰休制度の実施,播摩造船,広島造船における希
望退職による整理の動き(日本カーバイト)があり,製糸業では,自動繰糸機採用による片倉工業の人員整理
反対争議(発生五月一三日,期間五日,参加人員九,八一四人,労働損失日数三八,六三一日)があつた。

綿紡関係でも十社を中心に大規模な会社の合理化案が提出されたが,多くは希望退職または配置転換で組
合との間に協定が成立した。

七四 このような情勢にあつて,人員整理反対斗争として最も代表的なものは石炭鉱山におけるそれであつ
た。すなわち,外炭,重油の輸入によつて,中小炭鉱においてははやくから少からぬ休山,売山,閉山を出して
いた(中小炭鉱の休廃鉱一〇〇,一部坑口閉鎖四八炭鉱の六八坑-通産省調査七月末現在)が,夏から秋にかけ
てスト規制法の国会通過と時期を同じくして,遂に大手筋各社が大規模な人員整理案を発表するにいたつ
た。

七五 年初にすでにこのことを予期し,企業整備対策委員会を企業整備斗争の最高戦術委員会として,斗争態
勢を整備していた炭労は,ただちに人員整理の全面的な撤回を要求して立上つたが,炭労傘下の各企業連と
各社の交渉はいずれも決裂して実力行使に入つた。

昭和28年 労働経済の分析



だが実際には,各社の希望退職募集に対して応募者が続出したため,一部をのこして各社とも一ヵ月程度で
大体人員整理を終えた。ただ,企業連のうち三鉱連のみは,会社側の措置を一切認めず,八月中旬非常事態宣
言を発してから,保安斗争を中心に,一斉スト,指名スト,部分スト,強制入坑,抗議集会,デモ行進等家族を含め
た強方な実カ行使を約三ヵ月にわたつてつづけた(発生八月二五日,期間七一日,参加人員四七,二七三人,労
働損失日数一〇〇,三五三日)。 一一月一一日会社が遂に折れて,解雇通告者一,八一五名の解雇を撤回する
に至り,一一月二五日組合側に有利な妥結をみて,秋季労働攻勢の一つの山となつた大手各社の人員整理問
題もここに一応終了した。

七六 以上が民間産業における,主として人員整理問題をめぐる合理化反対の動きであるが,これとならん
で,公務員の行政整理,駐留軍関係労務者並びに特需工場労働者の米国予算削減あるいは軍施設の移転にと
見なう大量人員整理も,本年の労使関係をかなり緊迫させた。
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六   労使関係
(五)   労使関係における諸問題
(3)   スト規制法反対斗争

七七 二七年秋の電産,炭労のストはその規模において,またその対立の激しさにおいて未曾有のものといわ
れ,炭労に対しては最終段階に緊急調整発動の決定をみるに及んでその終息をみたが,その争議の過程にお
いて炭労の保安要員引揚げ,及び電産の停電ストの合法性が問題視せられるにいたり,スト終了後政府はこ
れらの行為に対しなんらかの規制を加える法案の準備に着手した。

七八 一般にスト規制法とよばれるこの法律は,正式には「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法
の規制に関する法律」といい,三条から成る。

この法律の目的とするところは,第一条に「…電気及び石炭鉱業の特殊性並びに国民経済及び国民生活に
関する重要性に鑑み,公共の福祉擁護のため,これらの事業について争議行為の方法に関する必要な措置を
定めるものとする…」とあるように,争議権と公共の福祉を調整することであり,第二条において「電気の
正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接に障害を与える行為」,いわゆる停電ストを,第
三条において「鉱山保安法所定の保安業務の正常な運営を阻害する行為であつて,鉱山における人に対す
る危害,資源の滅失,若しくは重大な損壊又は重要な施設の荒廃を生ずるものその他不当な行為」,すなわち
保安要員の引揚等の行為を争議行為として行うことを禁止している。

七九 この法案が第十五国会に上呈されんとするや,総評は一一月一〇日の評議員会において「スト制限法
案に対し全面的な賃上げ,職場における部分斗争をひつさげ斗う…」と声明した。

東京,大阪,福岡において開かれた公聴会において労働者代表は 1)責任を労働者のみに転化する(総同盟若
杉)2)単独法の形で個々の産業労働者の争議を規制することはあらゆる産業労働者を弾圧する第一歩であ
る(総同盟若杉)3)公共福祉に名をかる資本擁護の法案である(電産藤田)4)全世界労働者にもこのような弾
圧は例がない(電産藤田)と反対意地をのべた。これに対し使用者側代表は,1)本法案の制定は国民の輿論
から出た政府のやむを得ない措置である(日経連入江)2)電気,石炭の外,公益性を有しないものはないので
あり,電気,石炭につぐ重要産業についても今後事態の推移によつては更に考慮されなければならない(日経
連入江)3)本法案に対する反対運動は差支えないが,政治ストが行われるような場合は,政治ストも制限する
法律が必要である(石炭鉱業連盟早川)と全面的に賛成している。

八〇 これと前後して,総評では電産,炭労,全鉱を中心に実力行使の態勢をととのえ,三月一四日「賃金値上,
悪法粉砕労働者大会」を開催したが,国会が解散したためスト規制法案は,次期国会に持ちこされることと
なつた。

八一 選挙の結果成立した第五次吉田内閣は,再びスト規制法を提案し,これに対して六月一〇日総評主催の
「スト禁止法粉砕,賃金値と,夏季手当獲得労働者大会」を開催し,院内外呼応した斗争態勢に入つた。

一方民労連をはじめとする右派組合は,総評の実力行使による反対斗争は逆に法案の制宛を促進するもの
としてスト視制法反対労働組合協議会を組織し,独自の反対斗争をつゞけた。

第190表 スト規制法反対争議
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八二 実力行使は七月四日,一一口,二七日の三回にわたつて行われ,主要単産は第一波,炭労,全鉱,鉄鋼労連,
全自動車,全日通,電産,自治労協,第二波,炭労,全鉱,全国金属,鉄鋼労連,全自動車,国鉄,私鉄,全逓,全電通,電産,
第三波,炭労,鉄鋼労連,全自動車,国鉄,全日通,全逓,電産であつた。その参加人員は第一波三三万,第二波四
九万,第三波四六万で延一二八万を記録したが,前年の労斗ストの延人員二七〇万に比べれば規模は約半分
となつている。

争議の形態は,ニ四時間ストを行つたのは炭労の一山八万人がその殆んどであり,時限ストを行つたのも炭
労,全自動車,電産が大部分で,他は殆んど職場大会,超勤拒否,定時退庁,坐りこみ等であつた。従つて実質的
な争議行為,すなわち罷業(二四時間スト及び四時間以上の時限スト),怠業(四時間未満の時限スト及び就業
時間中の職場大会)の参加実人員はそれぞれ一八万,二〇万(合計三八万)で,労斗ストにおける七六万人と比
べると,約半分の規模であり,全体としてスト規制法反対斗争は前年の労斗ストよりも低調であつた(第一九
〇表参照)。

八三 このように斗争が盛り上らなかつた原因は,使用者側の政治ストは容認せずとする強硬な態度に対し
て,組合側は組織の分裂問題を内包し,特に対象産業となつている電産が,第二組合の問題に直面していたこ
と,経済斗争との結びつきが弱かつたこと,電気及び石炭鉱業の二事業を対象とした単独法であるため「将
来他産業にも拡張されるおそれがある」といいながらも,統一斗争が組み難かつたこと等があげられる。
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六   労使関係
(五)   労使関係における諸問題
(4)   駐留軍関係及び特需関係労組の問題

八四 講和条約発効後の第二年目にあたる二八年に入ると,実質的には米軍に雇用されている駐留軍労務者
や特需工場労働者の労働条件の改善が,労働組合の側から積極的に要求されはじめた。この動きは,内灘,浅
間等全国にひろがつている軍事基地反対斗争とならんで占領下にはみられなかつた動きとして注目され
た。

八五 駐留軍関係労務者の労働関係は形態が特異であり,関係当事者も事実上は日本政府,米軍,組合の三者
であるためにきわめて複雑であるが,一応前年の法律第一七四号により,1)民間労働者と同じく労働法を適
用されること,2)雇用主は調達庁長官で,同長官は給与での他の労働条件を定める権限をもつこと,3)占領期
間中の退職金は直ちに現金払されないこと等が定められた。しかし行政協定と労働法との間にも現実に
は甚だ困難な問題が横わり,日米労務基本契約改訂等五項目の要求はひきつづき組合側から提出され,本年
はじめ以来スト態勢も整備されていたが,一月末の米軍首脳部を交えての交渉の結果,諸般の情勢から遂に
ストは断念され,戦術転換が行われた。

八六 七月にいたつで調達庁から全駐労,全日駐の二駐留軍労組に正式に提示された日米労務基本契約最終
案は,保安解雇その他多くの点で組合を納得させず,三者会談,労働大臣のスト自重要請,調達庁による政府
正式回答等を経て,八月には駐労共斗会議により組合の基本戦術がたてられ,駐留軍最初の大規模な全国ス
トライキ(発生八月,期間四日,参加人員二一,八八二人,労働損失日数二二六,四六二日)が決行された。

八七 以上のような経過を辿つて,労務基本契約の本文は一〇月,日米代表の間で調印されたが,組合側は附
属書の早期解決と部分発効(保安解雇の部分)を要求,実力行使も通告されるにいたつた。

しかし,その後の情勢判断でストは中止され,部分発効は二九年一月一日を期して行われることとなつた。

八八 一〇月中労委に提訴された新賃金4求は一二月に入つて「基本給一三,九〇〇円の一〇%増(税込)」と
いう国家公務員の給与改訂に準拠した調停案が出されて,年末には労使とも受諾の回答を行つている。 八
九 三月から四月にかけて,駐留軍の一部が任務変更により施設を移転することとなつて,大量の人員整理が
実施された。この整理に対し,全駐労,全日駐の両労組は「部隊の移動等によつて起る整理の必要性は認め
られるが,具体的な解雇理由を明示すべきだ」と主張したけれども,解雇反対斗争を打出すまでにはいかな
かつた。また,秋にも米国防省の予算削減に伴い,一〇月には大巾な人員整理が発表されたが,当初に計画さ
れた組合の大規模な整理反対斗争も結局各支部の自主的な斗争に終り,一部にスト突入も見られながら,あ
まり活溌な動きはなく,一一月五,七七五名解雇の中三,三六七名分の撤回で一段落した。

九〇 以上のほかに,年間を通じて世の注目をあびた駐留軍関係争議には,1)不良フォーマンの追放を要求し
た在日米軍東京輸送支部の四八時間スト(発生七月一六日,期間二日,参加人員一,四〇〇人,労働損失日数二,
八〇〇日),2)軍の三交代制勤務反対,懲戒規定の全面的撤回,基地内の組合活動の自由を認めよ,との要求で
立上つた神奈川第二港湾労組の無期限スト人発生七月二三日,期間七日,参加人員八一〇人,労働損失日数
五,六七〇日),3)労働条件の改善,悪質フォーマンの追放,組合活動の自由保障,日米労務基本契約米軍案反対
等二二項目の要求をかかげた横浜陸上輸送部隊(C・Y・T・S)労組の七二時間スト(発生七月二八日,期間七
日,参加人員一,四七〇人,損失日数一〇,二九〇日),4)労働条件の改善,不当解雇の撤回,施設内組合活動の弾
圧排除,基本契約米軍案反対等九項目の要求を提出した横浜兵器本廠(Y・0・D))の四八時間スト(発生七月
二九日,期間二日,参加人員八八〇人,労働損失日数一,七六〇日)等があつた。

九一 労務基本契約改訂斗争によつて全駐労と全日駐の統一が促進された反面,全日駐では第二回大会後民
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労連加盟問題をめぐつて分裂の気運が萠し,横須賀分会(二,五〇〇名)を中心とする,二五組合二五,〇〇〇名
が新たに日本駐留軍労働組合(日駐労)を結成したことが組織の問題としてあげられる。なお,新組織結成
反対の九分会(約四,〇〇〇名)のみが会駐労との合同を決定し,総評をめぐる統一と分裂の動きがここにも
反映している。

九二 駐留軍労務者の場合とやや似通つた労働条件の下にある,いわゆる特需工場労働者の動きも,日本製鋼
所赤羽作業所の場合にはきわめて熾烈な様相を呈した。スト中の米兵発砲事件は政治問題にまで発展し
たが,基本給一律税込四,〇〇〇円アツプと組合活動の自由保障の要求は,一律二,五〇〇円プラス・アル
ファと組合活動の自由はみとめるという組合側に有利な条件で妥結した(罷業,発生六月一六日,期間九日,
参加人員五,七五〇人,労働損失日数一七,二五〇日。工場閉鎖,発生六月一六日,期間六日,参加人員五,七五〇
人,労働損失日数三四,五〇〇日)。

日鋼赤羽のほか,特需工場で組合が争議に参加した例は,大きなものとしては,小松製作所川崎の臨時給与
金,解雇休業手当,退職金等の支払を要求した怠業(参加人員一,〇四〇名),ビクター・オートの解雇反対,P・
D関係の整理要求の罷業(発生一二月二六日,期間一日,参加八員二,七二五人,労働損失日数二,七二五日)等が
あげられる。なお,秋には米軍の予算削減を反映して,日鋼赤羽,日鋼武蔵等で人員整理反対の動きがみられ
た。
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六   労使関係
(五)   労使関係における諸問題
(5)   労使協力に関する問題

九三 五月に発表された日経連の「基本的労働対策」すなわち七原則は,二八年における使用者側の労働対
策の基調となるものであつた。

その趣旨は,国際経済に対処するための生産コストの引下げは至上命令であり,それを実現するための労働
対策は,企業合理化と生産性の向上にある。国民生活の向上は国民経済の繁栄にかかつており,産業の平和
なくして国民経済の繁栄はありえないから,労使協力してこの目的を達成するために画期的な施策の転換
が必要である,ということにあつた。

九四 そしてこの観点から,1)労使紛争を自主的に早期解決するための調査,調整機能の整備充実,2)年中行事
的なベースアツプ紛争に代る事業の実態と能率に即した給与制度の合理化,3)産業破壊分子に対する強力
な措置の要請,4)国民経済の確保と公共の福祉擁護のための特定争議の規制,5)労働基準法の改正,6)失業対
策,7)社会保障制度の確立,と七箇条にわたる労働対策が要望された。

九五 このように労使協力が国民経済繁栄の先決問題であるとする日経連の立場は,その後九月の臨時総会
における「労使協力関係の研究に関する件」の可決,一一月の常任理事会における「労使協力関係調査会
設置要綱」の決定,一二月の労使協力関係調査会の初会合という形で,次第に具体化した。

九六 しかし一方。「一部には益k斗争主義を強化し,政治的偏向の運動を展開して今なお反省の色なく」
(於日経連創立五周年記念総会)と総評中心の労働運勤をきびしく批判しており,二八年の労働争議におけ
る工場閉鎖の著しい増加は,経済的な事情にもよるであろうが,同時に使用者側のこうした強硬態度を如実
に反映しているとみることもできよう。

九七 以上のような日経連を中心とする使用者側の労使協調の提案に対して,総評は,1)ILOアジア会議に対
するゼスチユアであり,2)MSA援助受入体制整備のためであり,3)ストライキにつぎこむ資金の節約のため
であり,4)民労連に対する義理人情のための主張である,として真向から反駁を加えている。

だが,労働問題協議会の発足をはじめ,国民経済的な立場から労使関係の安定を望む声が官民の間に年間を
通じてようやく高まつていることも見逃せない。
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